
○赤磐市物品の購入等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱 

平成２０年５月２日 

訓令第１３号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項に規定する指名

競争入札のうち物品の購入、印刷、その他の契約及び委託業務（赤磐市建設工事執行規則（平

成１７年赤磐市規則第２０４号）第１条に定める建設工事、赤磐市土木建築事業にかかる調査・

測量・試験及び設計事務等委託要領（平成１７年赤磐市告示第９５号）第１条に定める業務委

託を除く。）（以下「物品の購入等」という。）の入札結果等の公表（以下「公表」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公表の対象） 

第２条 公表の対象は次のとおりとする。 

（１） 物品の購入、修繕、借入れ、売払い及び貸付けに係る入札 

（２） 委託・役務業務（赤磐市建設工事執行規則第１条に定める建設工事、赤磐市土木建築

事業にかかる調査・測量・試験及び設計事務等委託要領第１条に定める業務及び第１号に掲

げるものを除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。）に係る入札 

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは公表の対象から除くものとする。 

（１） 赤磐市財務規則（平成１７年赤磐市規則第５５号）第１３７条に規定する予定価格（単

価契約については、単価に予定数量を乗じて得た総価とする。）が同規則第１４９条に定め

る額以下のもの 

（２） 市長が特に公表の対象から除外する必要があると認めたもの 

（公表の内容） 

第３条 公表する内容は入札経過及び結果に関する事項とし、物品の購入等の名称、入札日、各

入札業者の各回の入札金額、落札業者名及び予定価格とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、赤磐市建設工事、物品購入、役務提供及び委託に係る予定価格の

事前公表実施要綱（平成２９年赤磐市告示第７６号）第２条ただし書の規定により、予定価格

の事前公表が適当でない場合は、これを公表しないものとする。 

（公表の方法） 

第４条 公表は、前条に掲げる事項を記載した書面（以下「閲覧文書」という。）の閲覧及び市

ホームページへの掲載により行うものとする。 

（閲覧場所） 

第５条 閲覧文書の閲覧は、財務部管財課が指定する場所において行うものとする。 

（閲覧期間） 



第６条 閲覧は、入札執行後すみやかに閲覧手続きを行い、落札決定した日の属する年度及び翌

年度までの期間（赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年赤磐市条例第４０

号）に基づく休日を除く。）の執務時間内とする。 

（閲覧手続） 

第７条 閲覧文書を閲覧しようとする者（以下「閲覧者」という。）は、入札結果等閲覧簿（別

記様式）に閲覧年月日、閲覧者の住所又は会社名、閲覧者氏名、閲覧しようとする物品の購入

等の名称を記載しなければならない。 

（閲覧の拒否等） 

第８条 閲覧者が、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒み、又は停止することがで

きる。 

（１） 閲覧文書等を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者 

（２） 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者 

（３） 係員の指示に従わない者 

（その他） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年７月３１日訓令第１４号） 

この訓令は、公表の日から施行する。 

  附 則（平成３０年３月１９日訓令第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に公告又は指名通知された物品の購入等については、なお従前の例

による。 


